
政
令
第
三
十
三
号

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
及
び
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
並

び
に
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
七
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
十
四
条
の
規
定
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
審
査
に
用
い
な
か
つ
た
投
票
用
紙
を
含
む
。
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
、
「
審
査
の
期
日
か
ら
十
年
間
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
、
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。



一

当
該
書
類
の
う
ち
次
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

審
査
の
期
日
か
ら
五
年
間
（
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
な
く
な
つ
た
日
又
は
審
査
の
期
日

か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）

二

審
査
に
用
い
な
か
つ
た
投
票
用
紙

審
査
の
期
日
か
ら
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
の
出

訴
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
当
該
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
な
く
な
つ

た
日
又
は
当
該
経
過
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）

第
七
条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
洋
上
投
票
等
を
し
よ
う
と
す
る
審
査
人
に
対
す
る
情
報
の
提
供
）

第
七
条

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
六
第
四
項
又
は
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
送
信
用
紙
及
び
投
票
送
信
用
紙
用
封
筒
を
入
れ
た
保
管
箱
又
は
保
管
用
封
筒
の
交
付
又
は
引
渡

し
を
受
け
た
同
令
第
五
十
九
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
船
長
は
、
当
該
指
定
船
舶
等
（
同
令
第
五
十
五
条
第
六
項
に
規

定
す
る
指
定
船
舶
等
を
い
う
。
）
の
航
海
の
期
間
中
に
、
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
氏
名
及
び
告
示
番
号
（
法
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
告
示
番
号
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
知
つ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
こ
れ
ら
を
同
令
第
五



十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
船
員
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
九
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
五
十
九
条
の
六
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
送
信
用
紙
及
び
投
票
送
信
用
紙
用
封
筒
を
入
れ

た
保
管
箱
又
は
保
管
用
封
筒
の
交
付
又
は
引
渡
し
を
受
け
た
同
令
第
五
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
南
極
地
域
調
査

組
織
の
長
は
、
当
該
南
極
地
域
調
査
組
織
（
同
令
第
五
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
南
極
地
域
調
査
組
織
を
い
う
。
）
の

同
令
第
五
十
九
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
南
極
調
査
期
間
中
に
、
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
氏
名
及
び
告
示
番
号
を

知
つ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
こ
れ
ら
を
同
項
に
規
定
す
る
南
極
調
査
員
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
を
削
り
、
第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
外
公
館
等
に
お
け
る
在
外
投
票
に
関
す
る
書
類
の
保
存
）

第
八
条

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
六
十
五
条
の
八
第
二
項
に
規
定

す
る
調
書
は
、
審
査
の
期
日
か
ら
五
年
間
（
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合

に
は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
な
く
な
つ
た
日
又
は
審
査
の
期
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅

い
日
ま
で
の
間
）
、
総
務
大
臣
に
お
い
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十

九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
投
票
に
関
す
る
書
類
（
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
送
付

し
た
も
の
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
六
十
五
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

総
務
大
臣
に
送
付
し
た
も
の
を
除
き
、
審
査
に
用
い
な
か
つ
た
投
票
用
紙
を
含
む
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
、
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
在
外
公
館
の
長
に
お
い
て
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
書
類
の
う
ち
次
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

審
査
の
期
日
か
ら
五
年
間
（
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
な
く
な
つ
た
日
又
は
審
査
の
期
日

か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）

二

審
査
に
用
い
な
か
つ
た
投
票
用
紙

審
査
の
期
日
か
ら
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
の
出

訴
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
当
該
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
な
く
な
つ

た
日
又
は
当
該
経
過
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）



第
十
条
中
「
十
年
間
」
を
「
五
年
間
（
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に

は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
な
く
な
つ
た
日
又
は
審
査
の
期
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日

ま
で
の
間
）
、
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
開
票
に
関
す
る
書
類
」
の
下
に
「
（
第
一
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
審
査
の
投
票
等
」
と
総
称
す

る
。
）
」
を
加
え
、
「
審
査
の
期
日
か
ら
十
年
間
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
」

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

審
査
の
投
票
等
の
う
ち
次
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

審
査
の
期
日
か
ら
五
年
間
（
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三

十
八
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
な
く
な
つ
た
日
又
は
審
査
の

期
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）

二

審
査
に
用
い
な
か
つ
た
投
票
用
紙

審
査
の
期
日
か
ら
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
の
出

訴
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
当
該
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
な
く
な
つ

た
日
又
は
当
該
経
過
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）

第
十
一
条
第
二
項
中
「
審
査
の
投
票
及
び
投
票
録
そ
の
他
審
査
の
投
票
に
関
す
る
書
類
並
び
に
審
査
の
開
票
録
そ
の
他
審



査
の
開
票
に
関
す
る
書
類
」
を
「
審
査
の
投
票
等
」
に
、
「
前
項
の
期
間
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
期
間
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
三
条
中
「
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
「
）
及
び
開

票
」
の
下
に
「
（
同
令
第
七
十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
繰
延
開
票
の
通
知
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
」

を
加
え
る
。

第
十
四
条
中
「
、
当
該
」
を
「
当
該
」
に
、
「
の
総
数
」
を
「
及
び
審
査
の
告
示
の
日
現
在
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
の

区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
同
条
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
十
年
間
」
を
「
五
年
間
（
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ

る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
が
裁
判
所
に
係
属
し
な
く
な
つ
た
日
又
は
審
査
の
期
日
か
ら
五
年
を
経
過
す

る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
）
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
四
号
中
「
審
査
の
当
日
」
を
削
り
、
「
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
見
込



ま
れ
る
者
が
す
る
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
「
に
要
す
る
費
用
」
の
下
に
「
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
要
す
る
費
用
並
び
に

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
九
条
第
七
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
行
わ
れ
る
送
信
に
要
す
る
費
用
」
を
加
え
、
同
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中

「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第

四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
行
わ
れ
る
投
票
に
関
す
る
費
用

第
十
九
条
第
二
項
中
「
裁
判
官
の
氏
名
等
の
掲
示
に
は
」
を
「
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
項

は
」
に
改
め
、
「
氏
名
及
び
」
を
削
り
、
「
掲
示
事
項
」
を
「
任
命
年
月
日
等
」
に
、
「
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

を
「
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
掲
示
事
項
」
を
「
氏
名
及
び
任
命
年
月
日
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
及
び
別
記
様
式
備
考
第
一
号
」
を
削
る
。



別
記
様
式
を
削
る
。

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
当
該
選
挙
に
用
い
な
か
つ
た
投
票
用
紙
を
含
む
。
）
」
を
、
「
任
期
間
」
の
下
に

「
（
当
該
選
挙
に
用
い
な
か
つ
た
投
票
用
紙
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
期
間
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙

当
該
選
挙
の
期
日
か
ら
当
該
選
挙
に
つ
い
て
の
法
第
二
百
四
条
若
し
く
は

第
二
百
八
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
の
出
訴
期
間
が
経
過
す
る
日
又
は
当
該
訴
訟
が
係
属
し
な
く
な
つ
た
日
の
う
ち
い
ず

れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
（
同
日
前
に
当
該
選
挙
に
係
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
任
期
が
終
了
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
終
了
の
日
ま
で
の
間
）

二

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
選
挙

当
該
選
挙
の
期
日
か
ら
当
該
選
挙
に
つ
い
て
の
法
第
二
百
二
条
若

し
く
は
第
二
百
六
条
に
規
定
す
る
異
議
の
申
出
期
間
が
経
過
す
る
日
、
法
第
二
百
二
条
若
し
く
は
第
二
百
六
条
に
規
定

す
る
異
議
の
申
出
に
対
す
る
決
定
若
し
く
は
審
査
の
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
が
確
定
し
た
日
又
は
法
第
二
百
三
条
若
し



く
は
第
二
百
七
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
が
係
属
し
な
く
な
つ
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
（
同
日
前
に
当

該
選
挙
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の
任
期
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
終
了
の
日
ま
で
の
間
）

第
六
十
五
条
の
九
第
二
項
中
「
除
く
」
を
「
除
き
、
当
該
選
挙
に
用
い
な
か
つ
た
投
票
用
紙
を
含
む
」
に
改
め
、
「
任
期

間
」
の
下
に
「
（
当
該
選
挙
に
用
い
な
か
つ
た
投
票
用
紙
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
か
ら
当
該
選
挙
に
つ
い
て
の
法

第
二
百
四
条
若
し
く
は
第
二
百
八
条
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
の
出
訴
期
間
が
経
過
す
る
日
又
は
当
該
訴
訟
が
係
属
し
な
く
な
つ

た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
（
同
日
前
に
当
該
選
挙
に
係
る
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
任
期
が
終
了
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
終
了
の
日
ま
で
の
間
）
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
二
月
十
七

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と



い
う
。
）
の
規
定
（
新
令
第
六
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日

以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
審
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た

審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
六
条
の
表
第
四
十
五
条
の
項
、
第
百
十
四
条
の
表
第
四
十
五
条
の
項
、
第
百
十
七
条
の
表
第
四
十
五
条
の
項
、
第
百

八
十
四
条
の
表
第
四
十
五
条
の
項
、
第
二
百
十
三
条
の
五
第
一
項
の
表
第
四
十
五
条
の
項
、
第
二
百
十
四
条
の
四
の
表
第
四

十
五
条
の
項
及
び
第
二
百
十
五
条
の
四
の
表
第
四
十
五
条
の
項
中
「
任
期
間
」
の
下
に
「
（
当
該
選
挙
に
用
い
な
か
つ
た
投

票
用
紙
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）
」
を
加
え
る
。

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
二
条
の
表
第
四
十
五
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第
四
十
五
条

書
類
（
当
該
選
挙

書
類
（
合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ
い
て

の
投
票

当
該
選
挙
に
係
る
衆
議
院
議
員
、
参
議
院

合
併
協
議
会
設
置
協
議
に
つ
い
て
の
投
票

議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員

の
結
果
が
確
定
す
る
ま
で
の
間

若
し
く
は
長
の
任
期
間
（
当
該
選
挙
に
用

い
な
か
つ
た
投
票
用
紙
に
あ
つ
て
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）

（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
表
第
四
十
五
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条

書
類
（
当
該
選
挙

書
類
（
特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
の
投
票



当
該
選
挙
に
係
る
衆
議
院
議
員
、
参
議
院

特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
の
投
票
の
結
果

議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員

が
確
定
す
る
ま
で
の
間

若
し
く
は
長
の
任
期
間
（
当
該
選
挙
に
用

い
な
か
つ
た
投
票
用
紙
に
あ
つ
て
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
選
挙
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
）

（
外
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

外
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
五
号
及
び
第
八
十
五
条
第
六
号
中
「
日
本
国
憲
法
改
正
」
を
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
国
民
審
査
及
び
日
本

国
憲
法
改
正
」
に
改
め
る
。



理

由

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
洋
上
投
票
等
を
し
よ
う
と
す
る
審
査
人
に
対

す
る
情
報
の
提
供
、
在
外
公
館
等
に
お
け
る
在
外
投
票
に
関
す
る
書
類
の
保
存
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と

も
に
、
審
査
及
び
選
挙
の
投
票
に
関
す
る
書
類
等
の
保
存
に
関
す
る
事
務
の
合
理
化
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


